
（表敷き）

畳 表 Ｂ種とし、ＪＡＳ（日本農林規格）に定める３種表の２等のもの。

　※　畳表は、ＪＡＳ２等印を捺印のこと。

畳 床 Ｂ種（ＪＩＳＡ5901）による２級品又はＣ種（ＪＩＳＡ5901）とする。

畳 へ り 混合べり、化学繊維べりとし、ＪＩＳＬ3108に規定する畳へり地とする。

へり下地 黒紙とハトロン紙を合わせたものとし、寸法が正しく色斑がないもの。

へ り の Ｂ種とし、機械縫い２級とする。

縫い付け （　平刺し30以下　返し縫い40以下　かまち縫い45以下　）

（　襖　）

表紙張り 下張り　　骨張り…………………………１回

　　　　　べた張…………………………１回

　　　　　袋張り…………………………１回

片面幅広襖は押し入れ側に１回増し張りをする。また、片面ビニール系

襖紙張りの場合は、欄間を除き、その両側のべた張りを１回増しとする。

上張り　…………　鳥の子程度又はビニール系襖紙。

　　　　　　　　　但し、押入内片面は雲花紙程度とする。

（ 畳表替え・襖張り替え証明書 ）

朝倉市長

市営住宅 団地 （　　）　　　 の畳表替え、襖張り替えについて、

上記基準のとおりの施工に要する費用を受領したことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

業者名 ㊞

※注　畳業者と襖業者が異なる場合には、畳表替え、襖張り替えのうち該当する方を

　　　○でかこみ、別々に証明してください。

市営住宅退去時における

　　　畳表替え・襖張り替え仕様書及び証明書      


